
○東京都地方卸売市場地域貢献事業補助金交付要綱 

平成２１年４月１７日 

２１中事業第２６号 

改正 平成２５年６月１日２５中事業第１０７号 

 

（目的） 

第１ この要綱は、東京都地方卸売市場条例第２９条の規定に基づき、地方卸売市場が行う市場見学案

内等の地域貢献事業に対して、その経費の一部を補助することにより、都民の市場流通に対する理解

を深め、食育を推進することを目的とする。 

 

（補助対象等） 

第２ 補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費は次のとおりとする。 

１ 補助対象者 

東京都地方卸売市場条例第４条の許可を受けた地方卸売市場の開設者（以下「開設者」という。）

とする。 

２ 補助対象事業 

(1) 市場見学事業 

開設者が、直接、都内の学校及び都民の団体（ただし、１０名以上のものに限る。）に対して行

う市場見学の案内等 

 (2) 料理教室事業 

   食育の推進及び市場流通の理解を深めること等を目的とし、開設者が直接又は共催（官公庁等又

は市場関係団体と共催する場合）して、都民（ただし、１０名以上のものに限る。）を受講者とする

料理教室 

３ 補助対象経費 

  補助対象経費は、年度内に行われる次の経費とする。ただし、補助事業に伴う収入があるときは、

補助事業に要する経費からこれを除くものとする。 

(1) 市場見学事業 

市場見学の案内等に要する経費（人件費） 

 (2) 料理教室事業 

   料理教室に要する経費（材料費及び講師経費） 

 

（補助金交付額） 

第３ 補助金の交付額は、予算の範囲内とし、一回あたりの金額の上限は次のとおりとする。 

(1) 市場見学事業 

人件費相当額・・・２，５００円 

 (2) 料理教室事業 



   材料代・・・ １５，０００円 

ただし、補助対象経費の２分の１を限度とする。 

   講師経費・・ ２７，０００円 

ただし、補助対象経費の２分の１を限度とする。 

 

（補助金交付の申請） 

第４ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（第１号様式）

に関係書類を添えて、事業実施の前月２０日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金交付の決定） 

第５ 知事は、第４の規定による申請書の提出があったときは、交付申請書及び関係書類の審査並びに

必要に応じて現地調査等を行い、適当と認められるときは、第７に掲げる事項を条件に補助金の交付

の決定を行い、補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知する。 

 

（申請の撤回） 

第６ 申請者は、補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、この交付決定

の通知受領後１０日以内に申請の撤回をすることができる。 

 

（補助金交付の条件） 

第７ この補助金の交付決定には、次の条件をつけるものとする。 

１ 事情変更による決定の取消し等 

(1) 知事は、交付の決定を通知した後において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき

は、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。ただし、補助事業のうち、すでに経過した期間に係る部分については、こ

の限りでない。 

(2) １の(1)の規定により補助金の決定を取り消すことがある場合は、天災地変その他補助金の交付

決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認める場

合に限るものとする。 

２ 承認事項 

  補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業が次のいずれかに該当す

る場合は、あらかじめその理由及びその他必要事項を記載した変更承認申請書（第３号様式）を知事

に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の(1)及び(2)に掲げる事項のうち、軽微なもの

については、この限りでない。 

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

なお、ただし書きの規定により軽微な変更をしようとするときは、その理由及び内容等を事前に知



事に報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 事故報告 

  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となったときは、速

やかにその理由その他必要な事項を書面により知事に報告し、その指示に従わなければならない。 

４ 状況報告 

  知事は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要と認めるときは、補助事業の実施状況、経理

状況及びその他必要な事項について、報告を徴し、又は検査を行うことができる。 

５ 遂行命令等 

 (1) 知事は、補助事業者が提出する実績報告書及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業が

この交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業

者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。 

 (2) 補助事業者が５の(1)の命令に違反したときは、知事は、補助事業者に対し、当該補助事業の一時

停止を命ずることができる。 

 (3) ５の(1)において、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させ

るための措置を指定する期日までにとらないときは、知事は、１１の規定により、当該補助金の交

付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

６ 証拠書類等の保存 

  補助事業者は、当該補助事業の経緯を明らかにする書類、帳簿、その他の証拠書類を、当該補助事

業の交付の決定の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保存しなければならない。 

７ 実績報告 

補助事業者は、当該事業が完了したとき又は東京都の会計年度が終了した場合は、実績報告書（第

４号様式）を、指定する期日までに知事に提出しなければならない。 

８ 補助金の額の確定等 

 (1) 知事は、７に規定する事業実績の報告があったときは、事業実績報告書の審査及び必要に応じて

現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書（第５号様式）により

補助事業者に通知するものとする。 

  (2) 補助事業者は、８の(1)に規定する額の確定の通知を受け取ったときは、速やかに補助金交付請求

書（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

 (3) 知事は、８の(2)に規定する請求があった日から起算して３０日以内に、補助金を交付するものと

する。 

９ 消費税の取扱い 

  消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象金額から除外する。 

１０ 是正のための措置 

  知事は、８に規定する調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがで

きる。 



１１ 決定の取消し 

(1) 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取

消すものとする。 

  ア 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

  イ 補助金を他の用途に使用したとき。 

  ウ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの要綱による指示に違反

したとき。 

(2) １１の(1)の規定は、８の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用す

る。 

１２ 補助金の返還 

(1) 知事は、１又は１１の規定により、この交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、補

助事業者は補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金を受領している場合には、指定

する期日までに取り消された金額を返還しなければならない。 

(2) １２の(1)の規定は、８の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにそ

の額を超える補助金を受領している場合においても準用する。 

１３ 違約加算金及び延滞金 

(1) 知事が１１の(1)の規定により、この交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、補助

金の返還を命じたときは、補助事業者はその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数

に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を

控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合

を除く。）を納付しなければならない。 

(2) 知事が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日まで

に納付しなかったときは、補助事業者は納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付

額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付

しなければならない。 

１４ 違約加算金の計算 

知事が１３の(1)の規定により、加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額

が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充

てるものとする。 

 

（他の規定との関係） 

第８ 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、東京都補助金等交付規則（昭和３７年

東京都規則第１４１号）の定めるところによる。 

 

 

附 則  この要綱は、平成２１年４月１７日から施行する。（２１中事業第２６号） 

改 正  平成２５年６月１日（２５中事業第１０７号） 


